
医療経済研究機構
政策推進部 副部長（企画推進担当）
研究部 主席研究員

服部 真治

SC-cafe 10
新任生活支援コーディネーターのみなさんへ



【内容」

(1) 生活支援体制整備事業の背景と目的

(2) なぜ、「多様な主体による多様な支援」が必要なのか

(3) 協議体と地域ケア会議の関係



(1) 生活支援体制整備事業の背景と目的



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。

出典：厚生労働省作成資料

厚生労働省資料



（すまいとすまい方）
●生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人のニーズに
応じた住まい方が確保されていることが地域包括ケアシステ
ムの前提。高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた住
環境が必要。

（介護予防・生活支援）
●セルフマネジメントや地域住民・ＮＰＯ等の多様な主体の自
発性や創意工夫による、介護予防・社会参加支援と生活支援
を一体的に行う。

●生活支援には、食事の準備など、サービス化できる支援から、
近隣住民の声かけや見守りなどのインフォーマルな支援まで
幅広く、担い手も多様。

地域包括ケアシステムの５つの構成要素

【地域包括ケアシステムにおける5つの構成要素】
「介護」、「医療」、「福祉」という専門的なサービスと、その前提としての「住まい」と「介護予防・生活支援」
が相互に関係し、連携しながら在宅の生活を支えている。

出典：三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ「2040 年を見据えた地域包括ケアシステムの
姿に関する調査研究事業報告書」(令和2年3月)一部改変

（介護・医療・福祉）
●個々人の抱える課題にあわせて「介護・リハビリテー
ション」「医療・看護」「保健・福祉」が専門職によっ
て提供される（有機的に連携し、一体的に提供）。ケア
マネジメントに基づき、必要に応じて生活支援と一体的
に提供。

（本人の選択と本人・家族の心構え）
●地域生活の継続を選択するにあたっては、本人の選択が
最も重視されるべきであり、それに対して、本人・家族
がどのような心構えを持つかが重要。

＜構成要素の具体例＞

専門職による
サービス

地域生活における
社会参加や社会活動

住まいの確保支援

自己決定支援

近所との付き合い／友人・知人／井戸端会議／地域の通いの
場／喫茶店／カラオケ／趣味の会／スポーツジム／体操教室
／健康マージャン／スーパーマーケット／子ども食堂等、そ
の人がつながるすべての人と場／宅配便／郵便局／コンビニ
等

居住確保支援 等

成年後見制度／権利擁護事業 等

病院・診療所／訪問看護／訪問介護／訪問リハビリテーショ
ン／通所介護等の介護／保険サービス／生活保護／
生活困窮支援 等



出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「＜地域包括ケア研究会＞2040年：多元的社会における地域包括ケアシステム―「参加」と「協働」でつくる包
摂的な社会―」、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた制度やサービスについての調査研究（厚生労働省 平成30年度老人保健健康増進等事業）

保険者機能＝制度運用機能＋地域デザイン機能



【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
23%

2号保険料
27%

【財源構成】

国 38.5%

都道府県
19.25%

市町村
19.25%

1号保険料
23%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

予防給付（要支援1～２）

充
実

改正前と同様

事業に移行
訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で実
施

新しい地域支援事業の全体像 厚生労働省資料



○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を
強化し、効率的かつ効果的な運営を目指す。
○地域包括支援センター運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・点検を強化する。
○地域包括支援センターの取組に関する情報公表を行う。

早期診断・早期対応等により、認知
症になっても住み慣れた地域で暮ら
し続けられる支援体制づくりなど、
認知症施策を推進

郡市区医師会等との連携により、
在宅医療・介護の一体的な提供体
制を構築

市町村
運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県
市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※
２）を位置づけるなどセンター間の役割分
担・連携を強化

※１ 基幹的な役割の
センター

（直営センターで実施も可）
たとえば、センター間の
総合調整、他センターの
後方支援、地域ケア推進
会議の開催などを担う

※２ 機能強化型のセンター
過去の実績や得意分野を踏
まえて機能を強化し、他の
センターの後方支援も担う

今後充実する業務については地
域包括支援センターまたは適切
な機関が実施
＜例＞
・基幹的な役割のセンターに
位置づける方法

・他の適切な機関に委託して
連携する方法

・基幹的な役割のセンターと
機能強化型のセンタ－で分
担する方法 等

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様な主
体による生活支援を充実

多様な通いの場づくりと
リハビリ専門職等の適切な関与に
より、高齢者が生きがいや役割を
もって生活できるよう支援

従来の業務を評価・改善す
ることにより、地域包括ケ
アの取組を充実

生活支援コーディネーター

地域包括支援センターの機能強化

多職種協働による個別事例のケ
アマネジメントの充実と地域課
題の解決による地域包括ケアシ
ステムの構築

在宅医療・介護連携

厚生労働省資料



（１）目的
単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、
介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である市町村が中
心となって、

ＮＰＯ法人、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、社会
福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老
人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う
事業主体と連携しながら、

多様な日常生活上の支援体制の充実・強化
及び

高齢者の社会参加の推進

を一体的に図って行くことを目的とする。

生活支援体制整備事業の目的
（国）地域支援事業実施要綱 別記3「包括的支援事業（社会保障充実分）」より



地域住民の参加

高齢者の社会参加生活支援・介護予防サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援
・介護者支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協
同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強
化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の

地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置などについて、介
護保険法の地域支援事業に位置づける。

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加



通いの場（会食・喫茶・趣味）の効果
•
• 京都府伊根町での調査。対象は調査開始時点で要支援・要介護状態にない地域在住高齢者。
分析対象者の中で、通いの場（会食・喫茶・趣味）への参加していた高齢者は113名（78.7±5.3歳）であり、傾向スコアを用いて比較対象

• のコントロール群113名（78.7歳）を抽出。
通いの場は週に1回程度の頻度で開催。ベースライン調査年度に1回以上通いの場へ参加された方を参加者と定義。

•
アウトカムは追跡期間（6年）に発生した要支援・介護認定および介護給付費用（6年）。

•
3年経過時点では参加者と非参加者の自立割合に差は認められないが、その後緩やかに効果が出現し、6年経過時点では2群間で有意な差が
認められた。

•
介護給付費用の比較でも通いの場参加群で有意に抑制されており、介護予防・社会保障抑制効果があったといえる。

図：要支援・要介護認定の抑制効果 上図：通いの場の風景、下図：介護給付費用の抑制効果



ボランティアの効果
・滋賀県米原市での調査。対象は調査開始時点で要支援・要介護状態にない地域在住高齢者。

・分析対象者の中で、ボランティアへの参加（自己申告）していた高齢者は965名（72.3±5.3歳）であり、非参加者は5623名（75.6±6.7
歳）
・アウトカムは追跡期間（7.5年）に発生した要支援・介護認定および介護給付費用（7年）。
・単変量解析と年齢、性別、BMI、現病数、服薬数、身体的・精神的フレイル、社会的フレイルにて調整した多変量解析にて検討。

図：要支援・要介護認定の抑制効果 上図：ハイリスク介入の風景、下図：介護給付費用の抑制効果

・ボランティア参加者は非参加者と比較して自立割合が高く、介護給付費用も抑制できていた。
・ただし、ボランティアは自己申告であり、頻度や種類などについては把握できていない。



生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネー
ト機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、当面ＡとＢの機
能を中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の中学校区域があり、平成26年度は第１層、平成29年度までの
間に第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 中学校区域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援・介護予防サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチング
する機能があるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す
る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例

※１ これらの取組については、平成２６年度予算においても先行的に取り組めるよう５億円を計上。
※２ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用でき
る仕組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要

等

（Ｃ）ニーズと取組のマッチング

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など



地域支援事業実施要綱 抜粋

２ 生活支援体制整備事業（法第１１５条の４５第２項第５号）

(３) 実施内容

(イ) 活動範囲

コーディネートを実施する範囲としては、第１層の市町村区域、第２層の日常生活圏域（中学校区域等）、サービ
ス提供主体の活動圏域（第３層）があるが、本事業の対象となるのは、以下の a 及びb とする。

a 第１層 市町村区域で、以下の①から⑤までを中心に行う機能

b 第２層 日常生活圏域（中学校区域等）で、第１層の機能の下、以下の①から⑥までを行う機能

① 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起

② 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

③ 関係者のネットワーク化

④ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一

⑤ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発（担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機能）

⑥ ニーズとサービスのマッチング

注１ 第３層では、個々の生活支援等サービスの事業主体において、利用者と具体的なサービスをマッチングする機能
があるが、これはサービス提供主体が本来的に有している機能であるため、本事業の対象外である。

注２ 基本的には第２層は、第１層の一部という関係にあるが、市町村内に日常生活圏域が１つである場合は、第１
層と第２層を区別する必要はない。

(ウ) 配置

地域包括支援センターとの連携を前提とした上で、配置先や市町村ごとの配置人数等は限定せず、地域の実情に応
じた多様な配置を可能とする。
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第1層 市町村全域 中間支援組
織

地縁組織

社協 包括

市町村

協議体
NPO

民間企業
ボランティア
団体

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

協議体

地区社協

包括NPO

意欲ある
住民

コーディネーター・協議体の配置・構成のイメージ

町内会 包括

介護サービ
ス事業所

意欲ある
住民

協議体

○ コーディネーターとして適切な者を選出するには、「特定の団体における特定の役職の者」のような充て職による任用ではなく、
例えば、先に協議体を設置し、サービス創出に係る議論を行う中で、コーディネーターにふさわしい者を協議体から選出するよう
な方法で人物像を見極めたうえで選出することが望ましい。
○ 協議体は必ずしも当初から全ての構成メンバーを揃える必要はなく、まずは最低限必要なメンバーで協議体を立ち上げ、徐々
にメンバーを増やす方法も有効。
○ 住民主体の活動を広める観点から、特に第２層の協議体には、地区社協、町内会、地域協議会等地域で活動する地縁組織や
意欲ある住民が構成メンバーとして加わることが望ましい。
○ 第３層のコーディネーターは、サービス提供主体に置かれるため、その提供主体の活動圏域によっては、第２層の圏域を複数
にまたがって活動が行われたり、時には第１層の圏域を超えた活動が行われたりすることも想定される。

第2層 日常生活圏域（中学校区等）

第1層コーディネーター

第２層
コーディネーター

第３層
コーディネーター



(ア) 目的
生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的
な取組につながることから、市町村が主体となって、生活支援コーディネーター
と生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共
有・連携強化の場を設置することにより、生活支援コーディネーターを補完
し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備を推進する
ことを目的とする。
(イ) 役割
・ 生活支援コーディネーターの組織的な補完
・ 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進
（実態調査の実施や地域資源マップの作成等）
・ 企画、立案、方針策定を行う場（生活支援等サービスの担い手養成に
係る企画等を含む。）
・ 地域づくりにおける意識の統一を図る場
・ 情報交換の場、働きかけの場等

協議体の目的と役割
（国）地域支援事業実施要綱 別記3「包括的支援事業（社会保障充実分）」より



古典的な組織の3要素を満たしているか・・・

○バーナードの組織の3要素

①共通目的 共通の目的をもっていること
②貢献（協働）意欲 お互いに協力する意思（モチベーション）をもっていること
③コミュニケーション 組織内のコミュニケーションが円滑であること

図の出典：株式会社ウェルコ健康経営工房
https://welko.co.jp/management/

https://welko.co.jp/management/


(エ) 構成団体
協議体は、市町村、地域包括支援センター等の行政機関、生活支援
コーディネーターのほか、ＮＰＯ法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、
地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、
シルバー人材センター等の地域の関係者で構成され、この他にも地域の実
情に応じて適宜参画者を募ることが望ましい。
また、本事業は、市町村の生活支援等サービスの体制整備を目的として
おり、介護保険制度でのサービスのみならず、市町村実施事業や民間市場、
あるいは地域の支え合いで行われているサービスを含めて市町村内の資源
を把握し、保険外のサービスの活用を促進しつつ、互助を基本とした生活支
援等サービスが創出されるような取組を積極的に進める必要があることから、
地域の実情、ニーズに応じて配食事業者、移動販売事業者、移動支援団
体等、地域の高齢者の生活を支える上で必要不可欠な民間企業等も参
画することが望ましい。（以下、略）

協議体の構成団体
（国）地域支援事業実施要綱 別記3「包括的支援事業（社会保障充実分）」より



(2) なぜ、「多様な主体による多様な支援」が必要なのか



総合事業の目的

総合事業では、従来、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護（以下「旧介護予

防訪問介護等」という。）により提供されていた専門的なサービスに加え、生活支

援体制整備事業等により住民主体の支援等の多様なサービス、一般介護予防事

業の充実を図り、市町村の独自施策や市場において民間企業により提供される

生活支援サービスも活用することにより、要支援者等の能力を最大限いかしつつ、

要支援者等の状態等に応じたサービスが選択できるようにすることが重要であ

る。その際、新たに総合事業によるサービスを利用する要支援者等については、住

民主体の支援等の多様なサービスの利用が可能となるよう体制を整えた上で、そ

の利用促進を図っていくことが重要である。

（国）地域支援事業実施要綱 別記１「総合事業」より



（東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢 作成 葛谷雅文. 日老医誌 46:279-285, 2009より引用改変）

心身
の
残存
能力

天寿

剛健
（健康）

併存症

要介護
（身体機能障害）

ﾌﾟﾚ・ﾌﾚｲﾙ
（前虚弱） フレイル

（虚弱）

生物学的寿命

健康寿命

身体的

フレイル

心理的

認知的

フレイル

ロコモティブシンドローム
サルコペニア、等

うつ、
認知機能低下、等

独居、経済的困窮、
孤食、等

①中間の時期 （⇒健康と要介護の中間）

②多面的 （⇒色々な要素による負の連鎖）

③可逆性 （⇒様々な機能をまだ戻せる）

多
面
的
な
フ
レ
イ
ル
に
よ
る
負
の
連
鎖

フレイルの特性



高齢者に占めるフレイル該当者の割合

• 全国高齢者パネル調査参加者の
うち訪問調査に協力をした65歳
以上の高齢者を対象に実施

• 全体では、8,7%がフレイル、
40.8%がプレフレイル、50.5%が
健常に該当した

• BADL障害になりやすさは健常と
くらべ、プレフレイルで2.27倍、
フレイルで5.68倍だった

Murayama H. et al., 2020
新開省二・他, 科学研究費助成事業 研究成果報告書, 2020  

n=2,206



2019年 Medical Science Digest「フレイル・サルコペニアの危険因子とその階層構造」 田中友規、飯島勝矢

フレイル発症・重症化の悪循環（フレイルサイクル）

活動量の低下が
基盤にある



本人の生活を支えるインフォーマルサービス（市場サービスを含む）の活用

出典：日本社会事業大学専門職大学院客員教授（元・厚生労働事務次官 、老健局長）蒲原基道氏 作成資料



１－０ サービス準備・記録等：サービス準備は、身体介護サービスを提供する際の事

前準備等として行う行為であり、状況に応じて以下のようなサービスを行うもので

ある。：健康チェック／利用者の安否確認、顔色・発汗・体温等の健康状態の

チェック／環境整備／換気、室温・日あたりの調整、ベッドまわりの簡単な整頓

等／相談援助、 情報収集・提供／サービス提供後の記録等

１－１ 排泄・食事介助：排泄介助（トイレ利用・ポータブルトイレ利用・ おむつ交換

）／食事介助／特段の専門的配慮をもって行う調理

１－２ 清拭・入浴、身体整容：清拭（全身清拭）／部分浴（手浴及び足浴・洗

髪）／全身浴／洗面等／身体整容（日常的な行為としての身体整容）／

更衣介助

１－３ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助

１－４ 起床及び就寝介助

１－５ 服薬介助

１－６ 自立生活支援のための見守り的援助（自立支援、ＡＤＬ向上の観点から安

全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等）

２－０ サービス準備等：サービス準備は、家事援助サービスを提供する際の

事前準備等として行う行為であり、状況に応じて以下のようなサービスを

行うものである。：健康チェック／利 用者の安否確認、顔色等のチェッ

ク／環境整備／換気、室温・日あたりの調整等／相談援助、情報収

集・提供／サービスの提供後の記録等

２－１ 掃除：居室内やトイレ、卓上等の清掃／ゴミ出し／準備・後片づけ

２－２ 洗濯：洗濯機または手洗いによる洗濯／洗濯物の乾燥（物干し）

／洗濯物の取り入れと収納／アイロンがけ

２－３ ベッドメイク：利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換

等

２－４ 衣類の整理・被服の補修：衣類の整理（夏・冬物等の入れ替え等

）／被服の補修（ボタン付け、破れの補修等）

２－５ 一般的な調理、配下膳：配膳、後片づけのみ／一般的な調理

２－６ 買い物・薬の受け取り：日常品等の買い物（内容の確認、品物・釣り

銭の確認を含む）／薬の受け取り

「訪問介護」とは、訪問介護員等（※）が、利用者（要介護者等）の居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、 調理・洗濯・
掃除等の家事等を提供するものをいう。

※「訪問介護員等」
介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、
旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級又は旧2級課程修了者をいう。

※「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成12年3月17日厚生労働省老健局老人福祉計画課長通知）（いわゆる「老計10号」）

身 体 介 護 （抜粋） 生 活 援 助 （抜粋）

訪問介護の概要 厚生労働省資料



生活支援・介護予防と市場サービス等の役割

出典：令和2年度老人保健健康増進等事業「自治体と民間企業の協働による都市部における地域づ
くりの展開に向けた調査研究事業」国際長寿センター



◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体
が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一
人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

地域共生社会とは

すべての人の生活の基盤としての地域

すべての社会・経済活動の基盤としての地域

交通産業農林 環境

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
雇用創出等による経済
価値の創出 地域における人と資源の循環

～地域社会の持続的発展の実現～

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
や機会の提供

◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdla_PlPnWAhVL9WMKHeLODakQjRwIBw&url=http://blog.canpan.info/nsk/category_25/3&psig=AOvVaw1QSWXdjrbnByq57frsMXwI&ust=1508381330763972
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyxqPms9LPAhUO1GMKHfPkBgQQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_7416.html&bvm=bv.135475266,d.cGc&psig=AFQjCNFpZfcCO7TP3oqaZ6w0iFn8rp3vtA&ust=1476263270359199
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi20LmVs9LPAhUL-GMKHQtaBj8QjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_912.html&bvm=bv.135475266,d.cGc&psig=AFQjCNF1KSCbK_1YsCGfSnYCU_IbXPqitQ&ust=1476263208745115
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMh5m4lvnWAhUX5mMKHQaXBAIQjRwIBw&url=https://www.sozai-library.com/sozai/3293&psig=AOvVaw31ZE8JFDaN0_4il1yCE9s3&ust=1508381799527773
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4nO_nt8fPAhUBmZQKHZW8Ck8QjRwIBw&url=http://kids.wanpug.com/illust99.html&bvm=bv.135258522,d.dGo&psig=AFQjCNG8hIox9vzaFd6G3JPfiKE8F-3RHA&ust=1475886498149968


(3) 協議体と地域ケア会議



※地域ケア会議の参加者や規模は、検討内容によって異なる。

「地域ケア会議」の５つの機能

個別課題
解決機能

地域課題
発見機能

ネットワーク
構築機能

地域づくり・
資源開発
機能

政策
形成
機能

■自立支援に資するケアマネジメントの支援
■支援困難事例等に関する相談・助言
※自立支援に資するケアマネジメントとサービス提供
の最適な手法を蓄積

※参加者の資質向上と関係職種の連携促進
→サービス担当者会議の充実

■潜在ニーズの顕在化
・サービス資源に関する課題
・ケア提供者の質に関する課題
・利用者、住民等の課題 等
■顕在ニーズ相互の関連づけ

■地域包括支援ネットワークの構築
■自立支援に資するケアマネジメント
の普及と関係者の共通認識

■住民との情報共有
■課題の優先度の判断
■連携・協働の準備と調整

市町村・地域全体で開催

日常生活圏域ごとに開催

個別事例ごとに開催

個別ケースの検討 地域課題の検討

個別事例の課題解決を
蓄積することにより、

地域課題が明らかになり、普
遍化に役立つ

地域の関係者の連携を強化するとともに、
住民ニーズとケア資源の現状を共有し、
市町村レベルの対策を協議する

検討結果が個別支援に
フィードバックされる

市町村レベルの検討が円滑に進む
よう、圏域内の課題を整理する

自助・互助・共助・公
助を組み合わせた地
域のケア体制を整備

地域包括

ケアシステムの実
現による

地域住民の
安心・安全と
ＱＯＬ向上

機
能

具
体
的
内
容

規
模
・範
囲
・構
造

■有効な課題解決方法の確立と普遍化
■関係機関の役割分担
■社会資源の調整
■新たな資源開発の検討、地域づくり

■需要に見合ったサービスの基盤整備
■事業化、施策化
■介護保険事業計画等への位置づけ
■国・都道府県への提案

厚生労働省資料

個別事例ごとの
地域ケア会議は
２タイプ



「一人の暮らしを支える」ことから考える

出典：令和 2 年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整
備事業の推進に向けた 研修カリキュラムの開発に関する調査研究事業 報告書・わがまちの総合事業・生活支援体制整備事業を立ち止まって考
える 地域づくりの実践に向けた道しるべ」令和 3 年（2021 年）3 月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所



地域課題の検討、地域資源の充実

個別課題
解決

ネットワーク
構築

地域課題
発見

地域づくり・
資源開発

政策形成

個別ケースの検討

地域ケア会議

生活支援体制
整備事業

協働の基盤づくり
（住民等のネットワーク構築）

地域の課題と
資源の把握

地域資源の
充実

（強化、開発）

情報やネットワークの共有、
協働での資源の充実

“協議体”“地域ケア会議”の関係性は？
○ 地域ケア会議では、個別ケースの検討を通じた多職種協働のケアマネジメント支援、支援ネットワークの構

築、地域課題の抽出を行います。個別の課題解決にとどまらず、個別支援の検討を積み重ねることで、地域
としての課題や、地域資源活用の成功要因を見出す機能を担う。

○ 協議体は、生活支援コーディネーターを組織的に支えるとともに、多様なサービス提供主体間の情報共有
及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としており、地域ケア会議と求められている機能や役割
が異なっている。

○ 個別ケースの検討を中心に行っている場合は、地域ケア会議で把握した地域の課題や資源の情報を協議
体や生活支援コーディネーターが受け取ることで、住民や団体・企業を中心とした地域づくり・資源開発に活か
すことが可能。

平成28年度老人保健事業推進費等補助金
「新しい包括的支援事業における生活支援コーディネーター・協議体
の先行事例の調査権研究事業」より抜粋。一部編集


